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軽井沢力発信国内誘客プロモーション委託（京都市）  

審査 委員 会設 置要 領  

 

第１  設 置  

  軽井沢 力発 信 国内誘客 プロ モー ション委 託 （ 京都 市） を 実 施 す る に 当 た

り 、そ の 契 約の 相 手 方を 参 加 者（ 提 案 者） か ら プロ ポ ー ザル 方 式 によ り 決定

する こと に対 し、厳 正か つ公 正に 行う ため、軽井沢力発信国内誘客プロモー

ション委託（京都市） 審査 委員 会 （ 以下 「委 員会 」と いう。）を 設置 する 。  

第２  所 掌事 務  

 委 員会 は、 次の 各号 に掲 げる 事項 を処 理す る。  

 ⑴  実 施要 領の 確認 に関 する こと 。  

 ⑵  企 画提 案書 等の 審査 及び 契約 候補 者の 決定 に関 する こと 。  

 ⑶  そ の他 必要 な事 項  

第３  組 織  

  委員 会の 委員 は、 副町 長を 委員 長と し、 別表 １か ら選 任 す る。  

２  委員 長は 、委 員会 を代 表し 、委 員会 の事 務を 総理 する 。  

３  委 員 長 に事 故 が ある と き は、 委 員 長が あ ら かじ め 指 定す る 委 員が そ の 職務

を代 理す る。  

第４  会 議  

  委員 会の 会議 は、 委員 長が 招集 する 。  

２  委 員 会 は、 委 員 長及 び 委 員の 過 半 数が 出 席 しな け れ ば会 議 を 開く こ と がで

きな い。  

第５  意 見の 聴収  

  委員 会は、必要 があ ると 認め たと きは、委員 以外 の者 を委 員会 に出 席さ せ、

その 意見 を聴 き、 又は 委員 以外 の者 に資 料の 提出 を求 める こと がで きる 。  

第６  庶 務  

  委員 会の 庶務 は、 観光 経済 課観 光商 工係 にお いて 処理 をす る。  

第７  委 任  

  この 要領 に定 める もの のほ か必 要な 事項 は、 委員 長が 定め る。  

 

  付  則  

この 要領 は、 令和 ７ 年 ６月 １９ 日か ら施 行す る。
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別表 １  

委員 長  上原 副町 長  

委員  観光 経済 課長  

大賀 ホー ル 館 長  

一般 社団 法人 軽井 沢観 光協 会 長  

軽井 沢町 商工 会長  

ホテ ル旅 館組 合長  

軽井 沢発 地市 庭施 設長  

農林 振興 係長  

 


